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石
川
明
先
生
は
、
一
九
五
六
年
四
月
に
法
学
部
助
手
に
就
任
さ
れ
て
以
来
、
三
八
年
に
わ
た
り
民
事
訴
訟
法
の
研
究
と
教
育
に
従
事
さ

れ
、
一
九
九
四
年
三
月
を
も
っ
て
退
職
さ
れ
た
。
先
生
は
も
っ
と
も
学
者
ら
し
い
学
者
で
あ
る
。
外
見
は
常
に
温
厚
で
あ
る
が
、
内
面
に

強
い
信
念
と
情
熱
を
秘
め
、
多
く
の
創
造
的
仕
事
を
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
巻
末
に
あ
る
多
く
の
優
れ
た
著
作
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ

る
。　

石
川
明
先
生
は
、
わ
が
国
の
民
事
訴
訟
法
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
。
先
生
は
、
一
九
五
〇
年
代
半
ば
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
「
訴

訟
上
の
和
解
」
の
研
究
に
取
り
組
ま
れ
、
そ
の
延
長
線
上
に
「
訴
訟
行
為
」
に
か
ん
す
る
研
究
を
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
研
究
成
果
は
、
一

九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
初
め
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
論
文
集
の
な
か
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
先
生
の
訴
訟
上
の
和
解
の
研
究
は
、
一

九
七
〇
年
代
か
ら
「
調
停
」
の
研
究
へ
発
展
し
、
近
年
で
は
A
D
R
の
研
究
に
及
ん
で
い
る
。
訴
訟
上
の
和
解
は
裁
判
の
手
続
き
の
な
か

で
訴
訟
当
事
者
が
自
治
的
に
紛
争
を
解
決
す
る
制
度
で
あ
り
、
調
停
は
訴
訟
に
よ
ら
ず
に
や
は
り
当
事
者
間
の
自
治
に
よ
り
紛
争
を
解
決

す
る
制
度
で
あ
る
。
ま
た
A
D
R
と
は
、
代
替
的
紛
争
解
決
手
段
で
あ
り
、
わ
が
国
の
和
解
や
調
停
を
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
裁
判
外
の
紛
争

解
決
手
段
を
指
す
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
石
川
先
生
の
研
究
は
、
初
期
の
訴
訟
上
の
和
解
か
ら
今
日
の
A
D
R
の
研
究
に
い
た
る

ま
で
、
紛
争
解
決
の
場
に
お
け
る
当
事
者
の
主
体
的
意
思
を
ど
の
よ
う
に
認
め
て
い
く
か
と
い
う
一
貫
し
た
問
題
意
識
に
た
っ
て
展
開
し
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て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
当
事
者
中
心
主
義
的
な
考
え
方
は
、
他
方
に
お
い
て
、
弁
護
士
を
裁
判
所
か
ら
独
立
し
た
司
法
機
関

と
し
て
捉
え
て
い
こ
う
と
す
る
一
連
の
研
究
に
も
通
じ
る
石
川
民
事
訴
訟
法
学
の
真
髄
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

　
石
川
明
先
生
の
い
ま
一
つ
の
優
れ
た
業
績
は
、
以
上
の
研
究
の
基
礎
の
上
に
そ
の
時
代
の
直
面
す
る
法
律
上
の
重
要
な
課
題
に
果
敢
に

取
り
組
ん
で
こ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
の
一
連
の
強
制
執
行
に
か
ん
す
る
研
究
が
あ
げ

ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
当
時
の
強
制
執
行
法
改
正
の
論
議
の
高
ま
り
を
受
け
た
も
の
で
、
そ
の
研
究
成
果
は
一
九
七
九
年
に
制
定
さ
れ
た
現

行
の
「
民
事
執
行
法
」
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
同
じ
く
法
改
正
と
の
関
係
で
は
、
一
九
八
九
年
に
「
民
事
保
全
法
」
が
制
定
さ
れ
た

が
、
先
生
は
こ
の
問
題
に
か
ん
す
る
一
連
の
論
文
を
発
表
さ
れ
た
。
最
近
で
は
、
石
川
先
生
は
、
民
事
訴
訟
の
国
際
化
の
問
題
に
直
面
し

て
「
国
際
民
事
訴
訟
法
」
、
E
C
か
ら
E
U
の
統
合
へ
と
向
か
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
現
状
を
背
景
に
し
た
「
E
C
民
事
手
続
法
」
の
研
究
に

取
り
組
み
、
さ
ら
に
は
狭
い
意
味
で
の
専
門
の
枠
を
越
え
て
知
的
財
産
権
の
研
究
に
も
従
事
さ
れ
て
い
る
。

　
石
川
明
先
生
は
、
一
九
五
九
年
か
ら
約
一
年
半
D
A
A
D
の
留
学
生
と
し
て
ド
イ
ッ
・
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
に
留
学
さ
れ
た
。
そ
れ
以
来

先
生
の
国
際
的
学
術
活
動
は
、
ド
イ
ッ
を
中
心
に
し
て
欧
米
諸
国
へ
広
が
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
活
発
な
活
動
故
に
、
私
は
先
生
が

い
つ
も
ド
イ
ッ
と
日
本
と
の
あ
い
だ
を
往
復
さ
れ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
先
生
の
国
際
的
学
術
活
動
、

特
に
ド
イ
ッ
と
の
学
術
交
流
の
功
績
が
認
め
ら
れ
、
ド
イ
ッ
の
ケ
ル
ン
大
学
と
ザ
ー
ル
ラ
ン
ト
大
学
か
ら
名
誉
法
学
博
士
の
学
位
を
授
与

さ
れ
た
。
先
生
の
国
際
的
活
動
は
欧
米
に
止
ま
る
こ
と
な
く
、
最
近
で
は
中
国
、
台
湾
、
韓
国
な
ど
の
東
ア
ジ
ア
諸
国
に
向
け
ら
れ
て
い

る
。　

石
川
明
先
生
の
国
内
の
学
界
に
お
け
る
活
動
に
も
極
め
て
幅
広
い
も
の
が
あ
る
。
特
に
日
本
民
事
訴
訟
法
学
会
で
は
理
事
と
し
て
指
導

的
役
割
を
果
た
さ
れ
、
ま
た
一
九
九
一
年
か
ら
三
年
間
日
本
学
術
会
議
会
員
を
務
め
ら
れ
た
。
そ
の
他
社
会
的
に
も
、
東
京
地
方
裁
判
所

民
事
調
停
委
員
、
法
務
省
法
制
審
議
会
委
員
、
最
高
裁
判
所
民
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
、
司
法
試
験
考
査
委
員
、
D
A
A
D
友
の

会
（
D
A
A
D
奨
学
生
O
B
会
）
会
長
な
ど
、
多
く
の
要
職
を
兼
務
さ
れ
て
き
た
。
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石
川
明
先
生
の
研
究
会
の
卒
業
生
は
八
五
〇
余
名
に
達
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
多
数
の
卒
業
生
の
な
か
で
、
先
生
は
特
に
法
律
専
門

家
の
養
成
に
情
熱
を
注
が
れ
、
多
く
の
門
下
生
を
学
界
と
法
曹
界
に
送
り
出
さ
れ
た
。
ま
た
、
先
生
は
長
年
に
わ
た
り
体
育
会
剣
道
部
の

部
長
を
務
め
、
学
生
の
訓
導
に
あ
た
ら
れ
た
。

　
思
い
返
し
て
み
る
と
、
石
川
先
生
ほ
ど
学
問
研
究
に
専
心
さ
れ
た
研
究
者
は
少
な
い
。
先
生
ご
自
身
は
研
究
者
と
し
て
、
ま
た
人
間
と

し
て
い
ろ
い
ろ
な
心
の
葛
藤
に
直
面
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
後
輩
と
し
て
常
日
頃
か
ら
先
生
に
接
し
て
い
る
私
に
と

っ
て
、
先
生
は
も
っ
と
も
幸
福
な
学
者
に
見
え
る
。
そ
れ
は
先
生
を
取
り
巻
く
恵
ま
れ
た
家
庭
の
環
境
に
よ
る
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
私
は
考
え
て
き
た
。
先
生
の
長
兄
に
あ
た
る
石
川
忠
雄
先
生
は
私
の
恩
師
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
関
係
で
、
私
は
先
生
の
ご
一
族
と
接

す
る
機
会
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
と
き
に
石
川
明
先
生
は
五
人
兄
弟
の
末
弟
と
し
て
い
つ
も
静
か
に
振
る
舞
っ
て
お
ら
れ
た
。

先
生
の
ご
兄
弟
は
皆
社
会
の
第
一
線
で
優
れ
た
業
績
を
残
さ
れ
た
方
々
で
あ
る
。
石
川
明
先
生
は
、
い
わ
ば
こ
の
よ
う
な
立
派
な
兄
弟
に

守
ら
れ
て
学
問
に
専
心
す
る
こ
と
が
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。

　
石
川
明
先
生
は
法
学
部
を
退
職
さ
れ
た
が
、
決
し
て
現
役
を
退
か
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
先
生
は
現
在
朝
日
大
学
大
学
院
教
授
で
あ
り
、

弁
護
士
と
し
て
も
活
躍
さ
れ
て
い
る
。
今
後
と
も
法
学
部
の
研
究
を
ご
指
導
く
だ
さ
る
と
と
も
に
、
先
生
の
一
層
の
ご
活
躍
を
願
っ
て
や

ま
な
い
。一

九
九
五
年
一
二
月

法
学
部
長
　
山
田
辰
雄

序
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